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４月中旬まで
事務所を移転します

住所：〒599-0204
阪南市鳥取４６１
ＴＥＬ：072-472-3103
ＦＡＸ：072-472-3104
E-Mail:t.doi@nifty.com

３月１１日に発生をしました東北地方太平洋沖地震に
おきまして、尊い命を落とされた多くのみなさまのご冥
福を心からお祈り申し上げます。

また、甚大な被害を受け、避難生活を余儀なくされて
いる多くの被災されたみなさまに、心からお見舞いを申
し上げます。

東北地方太平洋沖地震

東北地方太平洋沖地震に被災し、大阪府内に転居すること

となったため、在籍校へ通えない状況となった生徒、合格し

ている高等学校への進学ができなくなった生徒の方は、

大阪府教育委員会 高等学校課学事グループ

電話：０６（６９４４）６８８７いま、私たちが出来ること

相談・対応開始は、平成２３年３月２２日（火曜日）から。

大阪府／支援チーム

電話：０６（６９４１）０３５１（代表） 内線６３０７

０６－６２１０－９７７９（直通）

電話は、代理の方でもＯＫです。

時間は、当面９時００分～１８時００分の開庁時間のみ。

大 阪 府 営 住 宅

へ の 被 災 者 の

受 け 入 れ

大阪府の義援金は、『日本赤十字社大阪府支部』の受け付

けに一本化しています。

受付期間：平成２３年３月１２日（土）～９月３０日（金）

義援金受付口座：郵便局・ゆうちょ銀行

口座記号番号 ００１４０－８－５０７

口座加入者名 日本赤十字社 東北関東大震災義援金

郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

本義援金は、半券をもって受領証を兼用しています。

内容の詳細につきましては、

大阪府 ホームページ : http://www.pref.osaka.jp/

土井達也 公式Ｗｅｂサイト : http://www.tdoi.net/

平成２３年３月１７日（木）

産経新聞

東北地方で、避難生活を余儀なくされているみなさま
のなかでも、家屋の消滅のみならず、まち全体が消滅し
てしまった方々がいます。従って、避難生活も一時的で
はなくなっています。現地での生活の再建、人生の再建
は、非常に困難だと言わざるを得ません。

あまりにも大きすぎる災害、そして被害であり、日本
全体で、助け合わなければならない状況です。従って、
大阪の地でも、被災者の方々が生活再建できるよう取組
んでいます。

そこで、『いま、大阪にいる私たちが出来ること』を
記載して参ります。

ご家族や親族が被災されている方、また、友人・知人
が被災地域にいらっしゃる方、会社等で支店などが被災
地域にある方は、連絡することが出来るようならば、以
下の情報を伝えてあげて下さい。

大 阪 府 立 高 校

へ の 被 災 者 の

受 け 入 れ

義 援 金

お詫び
３月１４日（月）から、私の報告書「３月号vol.１４１」の配布が行わ

れました。すぐに『中止』しましたが、一部地域では、すでに配布されて
いました。

記載した原稿は２月には印刷にまわし、配布も以前から予定し、また、
災害発生時は大阪府議会が開会中で多忙を極め、対応が遅れてしまいまし
た。

国難の折であり、すぐに『中止』をしたものの、すでに配布されました
一部地域のみなさまには、東北地方への深い悲しみのなか、気分を害され
た方もいらっしゃると思います。

謹んで、お詫び申し上げます。



『土井達也ただいま活動中！』バックナンバー
２００５年１月 Vol.９５より

大阪府議会２月定例会は、最終日に徹夜議会を終え、３月１６日午前６時３０分に閉会

東海・東南海・南海地震の発生の歴史と大阪府・阪南市域の被害状況まとめ

大 阪 湾 の 津 波 被 害

東南海・南海地震での阪南市域の津波等の想定と課題

津 波 に 対 す る 心 得

現在、阪南市海岸では、液状化が想定された福島海岸の防潮堤は整備済み
国の中央防災会議の「東南海、南海地震等に関する専門調査会」が、平成１５年９月に、

「東海」「東南海」「南海」の３地震が同時発生した場合の被害想定を公表しました。こ
れに基づいて、大阪府は大阪湾の防潮堤の再整備などを行ってきたところです。

阪南市域の海岸では、福島海岸で液状化することが見込まれたため、大阪府港湾局が、
防潮堤の補強工事を平成１７年度から行い、すでに整備が完了しています。また、阪南市
では、津波ハザードマップの策定も完了しています。

国の東南海・南海地震想定はＭ８.４で、阪南市域の想定津波高さはＯＰ（最低水位）＋
３.３ｍ～３.７ｍ、阪南市域の防潮堤高はＯＰ＋５.０ｍ～６.０ｍであり、国の想定を上
回る防潮堤整備が行われています。しかし、今回の東北における想定外の津波を経験しま
したので、今後、再度、避難まで含めたトータルの見直しを行って参ります。


